
第１8 回 沖縄県マンゴーコンテスト開催要領 

 

１．目 的  

マンゴ－は、本県を代表する熱帯果樹として栽培面積、生産量と
も着実に増大しており、今後とも、県内外の消費者需要に応えてい
く必要がある。そのため、マンゴ－コンテストを通して、生産者の
技術や品質の向上、生産意欲の高揚を図るとともに、消費拡大を促
進することを目的とする。  

                                        

２．主 催   

  沖縄県果樹フェスティバル実行委員会  

    

３．後 援  

  沖縄県農林水産物販売促進協議会  

  沖縄協同青果株式会社    

  沖縄県農業共済組合  

 

４．協 賛  

  日本トランスオーシャン航空株式会社 
  琉球エアーコミューター株式会社  

 

５．開催スケジュール  

 (1)出品の申込期限    令和７年７月９日（水）17:00 まで  

              

 (2)出品物の受付期限    令和７年７月１６日（水）17:30～22:00 

               （７月１７日（木）８:00 まで） 

  

 (3)審査会（中央卸売市場大会議室）  

             令和７年７月 1７日（木） 

審査準備      ９:15～10:00 

審査（説明含む）10:00～12:00 

最終審査     13:00～14:00 

 (4)出品物の展示会（県庁県民ホール）        

令和７年７月 1８日（金）11:00～14:30 

 (5)表彰式（県庁県民ホール）  

令和７年７月 1８日（金）14:00～14:30 

 (6)展示・販売  

       ファーマーズマーケット南風原「くがに市場」  

展示 令和７年７月 1９日（土）午前  

販売 令和７年７月 1９日（土）展示後  

  



６．出品物の受付場所  

沖縄県中央卸売市場：沖縄協同青果株式会社  

  （沖縄県浦添市伊奈武瀬 1-11-1）  

※受付先：沖縄県果樹フェスティバル実行委員会事務局  

 

７．審査会場  

沖縄県中央卸売市場大会議室（沖縄県浦添市伊奈武瀬 1-11-1）  

※審査は非公開。但し、冒頭のみマスコミ取材可。  

 

８．出品物の展示会場  

 県庁県民ホール（表彰式式典の前後）  

 ※表彰式終了後、展示・販売会場に移動する  

   

９．表  彰  

表彰は、個人の部は最優秀賞１点、優秀賞５点、優良賞３点およ
び新人賞１点を設ける。団体の部は団体賞を１点設け、次のとお
り賞状を授与する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．副 賞  

  副賞を上位６点授与する。  

  最優秀賞（１点）、優秀賞（５点）  

 

11．参加賞 
出品者全員に授与する  

 

12．出品者の資格  

沖縄県内のマンゴ－生産者（個人、法人）とし、栽培面積が   
10ａ以上の経済栽培を主とした者とする。 

個人の部 

１ 最優秀賞 沖縄県知事賞 

２ 

優秀賞 

内閣府沖縄総合事務局農林水産部長賞 

３ 沖縄県農林水産部長賞 

４ 沖縄県農業協同組合代表理事理事長賞 

５ 沖縄協同青果株式会社社長賞 

６ 沖縄県農業共済組合長理事賞 

７ 

優良賞 

沖縄県果樹フェスティバル実行委員会会長賞 

８ 沖縄県果樹フェスティバル実行委員会会長賞 

９ 沖縄県果樹フェスティバル実行委員会会長賞 

10 新人賞 沖縄県果樹フェスティバル実行委員会会長賞 

団体の部 

11 団体賞 沖縄県果樹フェスティバル実行委員会会長賞 



13．出品規程：出品規程（別紙１）による。  

 

14．出品申し込み  

(1)出品希望者は、所定の申込書（様式１）に必要事項を記入の上、
ＪＡ営農センタ－（ＪＡ部会員のみ）、または農業改良普及セン
タ－（ＪＡ部会員以外）へ申し込むものとする。 

また、各地区ＪＡ営農センタ－は申し込みを取りまとめ、農業
改良普及センタ－へ報告する。農業改良普及センタ－は、それら
を取りまとめ、事務局へ報告するものとする。  

  

(2)申込期限 令和７年７月９日（水）17 時  

 

15．審  査  

審査規程（別紙２）の定めにより審査する。  

 

16．事 務 局  

このコンテストの事務局は沖縄県果樹フェスティバル実行委員
会事務局（沖縄県農林水産部 園芸振興課果樹班）におく。  

   〒900-8570 那覇市泉崎１丁目２番２号  

TEL：098(866)2266／FAX：098(866)8689 
 

 

 

 

 

 

  



          （別紙１）  

出 品 規 程 

 

１．規 格  

  (1)出 品 物  

 県の果実出荷基準に基づき、１経営体（法人）１点とし、１点の
規格は、２kg の化粧箱に果実５個または果実４個を詰めて出品す
るものとする。  

 なお、出品物は市場出荷を前提とするものとする。  

 

  (2)品 種  

 品種は、沖縄県の主力品種である「ア－ウィン」とする。  

 

 (3)果実階級  

【１玉あたりの果実重】  

 ５玉詰め：400g～450g 未満/玉  

 ４玉詰め：450g～550g 未満/玉  

【１箱あたりの果実の重量】  

 2～2.25kg/箱  

 

２．出品物の搬入  

出品物は、出荷箱の中に必ず申込書（審査用）を入れ、「コンテ
スト用」と朱書きされた札を出荷箱の横側に貼り、  

令和７年７月１６日（水）17 時 30 分から 22 時の間に下記に搬
入するものとし、その輸送費は出品者の負担とする。  

 

 【搬入（送付）先】：沖縄県中央卸売市場（沖縄協同青果株式会社）  

 〒901-2128 沖縄県浦添市伊奈武瀬１－１１－１  

 ｢沖縄県果中央卸売市場・荷受け事務所前｣着  

※審査前日 の搬入 を原則とす るが、 困難な場合 は、審 査当日の午 前８時 ま

でに沖縄協 同青果 に搬入する ものと する。  

  

 【受付担当】  

７月１６日（水）17:30～22:00…（株）マルオキ物流 （小橋川）  

７月 1７日（木） ８:00 まで…沖縄協同青果（株）（城間）  

※搬入期限 に間に 合わない品 物は 、審査対象外 とする 。また 、当該 品物 は返

品せず、以 下３項 に記す出品 物の取 り扱い等と 同様に 扱うものと する。  

 

３．出品物の取り扱い等  

 出品物は生産者からの提供とし、返品しない。  

 ただし、出品した果実は、県産マンゴ－の生産拡大及び販売促進
につなげるために、主催者側の判断で利活用できるものとする。 
 



（別紙２）  

審 査 規 程 

 

１．審査部門および審査対象 
(1)個人の部 

出品者は沖縄県内のマンゴ－生産者とし、栽培面積が 10ａ以上
の経済栽培を主とした者とする。 

個人の部のうち、上位 20 位以内の栽培履歴が８年以内かつ当年
及び過去の受賞経験がない生産者は、新人賞の対象とする。 
（ダブル受賞なし、該当者なしの場合もありうる。） 

(2)団体の部 
出品数５件以上の団体等とする。 
（団体等とは、市町村産地協議会、JA 支店・生産部会、その他任
意団体とする。但し、任意団体の場合は、団体規約など構成員や活
動内容がわかる書類を提出する。） 

 
２．審査方法  

審査は、外観審査、内容審査を行い、その結果を基に審査員の協
議により入賞者を決定する。なお、個数の過不足のものは審査の対
象外とし、１箱の平均糖度が１３度未満のもの、果実重量の合計が
２kg 未満又は２．２５kg を超えるものは審査員で協議する。 

 

３．審査項目と内容  

(1)個人の部 
・外観審査は、キャップを除去し果実全体を審査する。 
・内容審査は、糖度審査とする。非破壊糖度計により全果実の中央
部の表・裏を各３回測定し、その平均値を得点化する。 

(2)団体の部 
・外観審査（荷姿）は、審査員が持ち点５点を配点する。 
・内容審査は、個人の糖度の点数を団体で平均し得点化する。 
・団体の出品１件につき４点とし、合計を得点とする。 

 

４．採点基準  

(1)個人の部採点基準 
 

外 観 審 査 （ 70 点 ）  内 容 審 査  

合  計  果 皮 色  

（ 色 揃 い含 む） 
ブルーム  傷 ・ 病 害 虫  

玉 揃 い  

（ 大 きさ）  
糖  度 *  

２ ０ 点  １ ５ 点  １ ５ 点  ２ ０ 点  ３ ０ 点  １ ０ ０ 点  

 

 

 



【内容審査：糖度採点基準】  

糖 度  
12.9 

未満 

13.0 

～13.5 

13.6 

～13.9 

14.0 

～14.5 

14.6 

～14.9 

15.0 

～15.4 

15.5 

～15.9 

16.0 

～16.4 

16.5 

～16.9 

17.0 

以上 

点 数  ０ 点  ６ 点  ８ 点  １ ５ 点  １ ７ 点  ２ ０ 点  ２ ３ 点  ２ ５ 点  ２ ８ 点  ３ ０ 点  

 
(2)団体の部採点基準 

外 観 審 査 （ 荷 姿 ）  内 容 審 査 （ 糖 度 ）  出 品 得 点  合 計  

審 査 員 が持 ち点 ５ 点 を各

出 品 に配 点 し、団 体 の合

計 得 点 とする 

個 人 の糖 度 の点 数 を団

体 で平 均 する 

出 品 １ 件 につき４ 点 を

得 点 とする 
 

 

５．賞の内容と種類  

 審査により順位を決定し、次の賞を授与する。  

 

 (1)最優秀賞（１点）：外観及び内容審査で最も優れた生産者に対し
授与する。  

 (2)優秀賞（５点）：最優秀賞に続き優れた生産者に対し授与する。 

 (3)優良賞（３点）：優秀賞に続き優れた生産者に対し授与する。  

 (4)新人賞（１点）：栽培経験８年以内の生産者に対し授与する。  

 (5)団体賞（１点）：外観、出品数、平均糖度等を審査し、団体の
単位で授与する。  

 (6)参加賞    ：上記以外の出品者全員に授与する。  

 

６．審査委員会  

 (1)本審査を実施するため、別紙３の通り審査委員会を設ける。  

 (2)委員にやむを得ない理由があると認めたときは、委員の指名する
者がその職務を代理することができる。  

 

 

７．審査講評  

 (1)審査委員長は、審査の結果を取りまとめ受賞者を決め、沖縄県
果樹フェスティバル実行委員長に報告する。  

 (2)審査委員長は、審査結果について講評を整理する。 

 


